
 

 
児童扶養手当 

【 対 象 者 】  父または母のいない児童（１８歳に達した日以降の最初の３月３１日ま

での児童。なお、障害の状態にある場合には２０歳未満）を監護している

ひとり親家庭の母または父などに支給される手当です。 

        ただし、所得制限により支給されない場合があります。 

【 支 給 額 】 月額（申請した月の翌月分から支給） 

（令和４年４月分～） 

 第１子 第２子加算額 第３子以降加算額 

全部支給 ４３，０７０円 １０，１７０円／人 ６，１００円／人 

一部支給 

４３，０６０円 

～１０，１６０円 

１０，１６０円 

～５，０９０円／人 

６，０９０円 

～３，０５０円／人 

【 支 給 月 】  ５・７・９・１１・１・３月 

【 現 況 届 】  毎年８月に提出 

         １１月分以降の児童扶養手当を受けるには現況届の提出が必要です。 

  

問い合わせ  子育て支援課  ☎７２－６１１５ 

 

ひとり親家庭等医療費 

ひとり親家庭の人が医療機関で治療を受けた場合、健康保険適用の医療費を助成します。

ただし、所得制限などがあります。 

【 内  容 】    県内の医療機関：自己負担が１割となります。 

          ☆県外の医療機関：申請により１割を超える額が払い戻されます。 

世帯の所得状況により、１か月の一部負担金限度額が設けられ、限度額を

超えると申請により払い戻されます。 

 

問い合わせ  子育て支援課  ☎７２－６１１５ 

 

 

 

 

 

６ ひとり親家庭の子育て 



遺児激励金 

保護者と死別した義務教育修了前の児童生徒の養育者に、激励金を支給します。   
【 支 給 額 】 入学激励金（小・中学校入学時）   １０，０００円 
        卒業激励金（中学校卒業時）        １０，０００円 

        保護者死亡見舞金（小・中学校在学時）１０，０００円 

【 支給要件 】  次のいずれかに該当する世帯が対象です。 

①生活保護法による保護世帯 

        ②生活保護に準ずる認定を受けた世帯 

 

問い合わせ  学校教育課  ☎７２－６１４６ 

 

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 

県がひとり親家庭の方を対象に行っている貸付事業の受付窓口を行っています。 

就学支度資金・修学資金・生活資金・住宅資金などの各種貸付があります。 
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自立支援教育訓練給付金 

母子家庭の母、又は父子家庭の父が就労を目的とした教育訓練講座を受講した場合に、受

講に係る費用の一部を負担します。 

【 対 象 者 】 新見市にお住まいで２０歳未満の子を扶養している母子家庭の母、又は父

子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人 

① 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること。 

② 教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認 

められること。 

③ 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと。 

【 対象講座 】 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 

講座は、厚生労働省ホームページ「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索 

システム」から検索できます。 

【 支 給 額 】 受講料等の６０％に相当する額を受講修了後に支給します。 

       （年度上限２０万円、１万２千円以下の場合は支給しない） 

         受講前に、講座指定を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。 
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高等職業訓練促進給付金 

母子家庭の母、又は父子家庭の父の経済的自立に効果の高い資格取得のため、１年以上養

成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、養成機関への入

学時における負担を考慮し、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。 

 

【 対 象 者 】 新見市にお住まいで２０歳未満の子を扶養している母子家庭の母、又は父

子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人 

① 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること。 

② 養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が

見込まれること。 

③ 仕事又は育児と修業の両立が困難であること。 

④ 過去に高等職業訓練給付金、高等職業訓練修了支援給付金の支給を受け

ていないこと。 

【 対象資格 】 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、 

         歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 

【 支給期間 】 修業期間の全期間（上限４年） 

         ※年度途中の申請の場合、支給申請のあった月から支給します。 

【 支給金額 】 高等職業訓練促進給付金   

市民税非課税世帯 月額   １００，０００円  

                 市民税課税世帯  月額    ７０，５００円 

              （修業期間の最後の１２ヵ月は、月額４０，０００円加算） 

                高等職業訓練修了支援給付金   

市民税非課税世帯        ５０，０００円  

                 市民税課税世帯        ２５，０００円 

 

問い合わせ  子育て支援課  ☎７２－６１１５ 

 

  

 

                                            

 

 

           

 


